
公立高等学校授業料不徴収に係わる全都道府県教育委員会調査(2011年7月調査) 2011年7月7日現在 日高教

病気･休学

留学

授業料 ◎完全不徴収 ○原則不徴収 ●徴収 2010年度徴収者(人) 学校納付金の

口座振替手数料 備 考

表中※の補足

①全日制 36月

定時・通信制

48月を超える者

②留年生の扱い
③既卒者

の再入学
計

内 訳

○手数料なし

●保護者負担その他
全

日

定

時

通

信

１ 北海道 ◎ ◎ ◎ ◎ ・ ・ ・ ・ ○

２ 青 森 ○ ○ ○※ 56 ● 1 57 1 4 52 ● 5円/回 やむを得ない理由がある場合不徴収

３ 秋 田 ○ ○ ● 53 ● 0 53 5 16 32 － 口座振替なし

４ 岩 手 ● ○※ ● 66 ● 0 66 15 20 31 ● 5円/件 医師の診断書があれば病気留年生不徴収

５ 山 形 ●※ ○ ●※ ●※ 0 0 0 0 ○ やむを得ない事由の期間は不徴収

６ 宮 城 ○ ○ ●※ 79 ● 9 88 2 9 77 ● やむを得ない理由がある場合を除く

７ 福 島 ○ ○※ ○※ ○※ 0 0 0 0 ● 学校により異なる 原則不徴収

８ 栃 木 ○ ○ ●※ ●※ 0 0 0 0 ● やむを得ない事由の場合不徴収

９ 茨 城 ●※1 ○ ●※2 ● 0 ・ ・ ・ ● ※1通信制不徴収 ※2不登校は不徴収

10群 馬 ○ ○ ○ ● 14 14 0 14 0 ●※ 31.5円/件 振替システム委託料は公費負担

11埼 玉 ◎ ◎ ◎ ◎ ・ ・ ・ ・ ● 30円/回

12千 葉 ○ ○ ○※ ○ 0 ・ ・ ・ ● 学校により異なる 修学意欲が高くやむを得ない事由がある場合

13東 京 ○ ○ ● 377 ● 18 395 73 253 69 ● 従来通り 徴収者の数は2010年10月1日付

14神奈川 ● ○ ●※ 0 ● 3 3 1 2 0 ● 従来通り 84円/回 特別な理由のない学業不振など

15山 梨 ○ ○ ● 61 ● 0 61 0 6 55 ●30円→10円/件値下げ

16長 野 ●※ ○ ●※ 0 ● 0 0 0 0 0 ● 10円/件 やむを得ない事由がある場合不徴収

17静 岡 ○ ○ ○ ○ ・ ・ ・ ・ ● 21円/件

18新 潟 ◎ ◎ ◎ ◎ ・ ・ ・ ・ ● 31円/件

19富 山 ◎ ◎ ◎ ◎ ・ ・ ・ ・ ● 10.5円/件※ 公費を含む場合は除く

20石 川 ○ ○ ○ ○ 0 0 0 0 ● 10.5円/件

21福 井 ◎ ◎ ◎ ◎ ・ ・ ・ ・ ● 年間210円(税込)

22愛 知 ◎ ◎ ◎ ◎ ・ ・ ・ ・ ● 学校により異なる

23岐 阜 ●(原則徴収) ○ ○ ● 3 3 0 2 1 ○

24三 重 ◎ ◎ ◎ ◎ ・ ・ ・ ・ ● 10.5円/件

25滋 賀 ◎ ◎ ◎ ◎ ・ ・ ・ ・ ○

26京 都 ◎ ◎ ◎ ◎ ・ ・ ・ ・ ● 31円/回

27奈 良 ◎ ◎ ◎ ◎ ・ ・ ・ ・ ● 各学校で対応

28和歌山 ◎ ◎ ◎ ◎ ・ ・ ・ ・ ● 各学校で対応

29大 阪 ◎ ◎ ◎ ◎ ・ ・ ・ ・ ○

(大阪市) (◎) (◎) (◎) (◎) ・ ・ ・ ・ (●) 非課税世帯を対象とした給付型奨学金あり

30兵 庫 ○ ○ ○ ● 148 148 0 148 0 ● 従来通り

(神戸市) (○) (○) (○) (●) (6) (6) (0) (6) (0) (●※) 生活保護世帯・奨学金受給者は無料

31鳥 取 ◎ ◎ ◎ ◎ ・ ・ ・ ・ ● PTA会費で支出

32岡 山 ●(原則徴収) ○※ ● 126 ● 3 129 17 0 112 ○ 休学に準ずる長欠は不徴収

33島 根 ◎ ◎ ◎ ◎ ・ ・ ・ ・ ●

34広 島 ●(原則徴収) ○ ○※ ? ● ? 476 115 74 287 ● 学校により異なる 教育長が認める事由のみ

35山 口 ●(原則徴収) ○※ ● 19 ● 2 21 7 14 0 ○ 留学中の修得単位認定のため徴収

36香 川 ○ ○ ○ ● 8 8 0 5 3 ●※ 年間：全日制200円、定時制150円

37徳 島 ○ ○※ ? ○※ ? ● ? 少数 非公表 ● 学校により異なる やむを得ない理由以外は徴収

38愛 媛 ◎ ◎ ◎ ◎ ・ ・ ・ ・ ● 5円/件

39高 知 ○ ○ ○ ○ 0 0 0 0 ● 学校により異なる

40福 岡 ●(原則徴収) ○ ●※ 373 ● 4 377 28 33 316 ○ やむを得ない場合は不徴収(学校長判断)

41佐 賀 ○ ○ ○※ ○※ 0 0 0 0 ● 50円/件 教育委員会で個別に審査

42長 崎 ○ ○ ○ ● 2 2 0 1 1 ● 10円/件

43大 分 ○ ○ ●※ 84 ● 0 84 0 0 84 ● 10.5円/件 やむを得ない事由は不徴収

44熊 本 ○ ○ ○※ ○ 0 0 0 0 ● 学校により異なる 極端な事例は個別に判断

45宮 崎 ○ ○ ○ ○ 0 ・ ・ ・ ● 36円/件(税込)

46鹿児島 ◎ ◎ ◎ ◎ ・ ・ ・ ・ ● 学校により異なる

47沖 縄 ○ ○ ○ ○ ・ ・ ・ ・ ●

自治体数 ◎16 ○21 ●10 ◎○47 ◎○33●14 ◎○25●22 18 ○8 ●38

生徒数(人) 1294＋α 215+α 1985 264 601 1120


